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令和５年６月９日（金）午前９時３０分より、６月の大刀洗町農業委員会総会を大刀洗町役場３階

大会議室にて開催した。 
 
議題     議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について（県許可） 
       議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について（県許可） 
       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（委員会許可） 

議案第４号 農用地利用集積計画における所有権移転について（推進機構） 
議案第５号 あっせん申し出について 

 報告第１号 農地改良行為届について 
その他 

 
次回農業委員会開催期日   （予定）令和５年７月１０日（月）  午前９時３０分より 
 
【出席委員】 １番 森田和範  ２番 棚町泰   ３番 平田信継  ４番 實藤正敏 

５番 白石和雄  ６番 久保滿   ７番 井手国春  ８番 矢野等司 

９番 佐田敏弘 １０番 樋口安子 １１番 栁繁彰 

１２番 秋吉馨  １３番 花田由美子１４番 渡邉芳治 

１６番 黒岩末義 １７番 平田利雄 １８番 河野政之 １９番 松本清美 

【欠席委員】１５番 山見良一 

 
事務局 辻 祐介  辻 清人 
           
議長  栁   本日の議事録署名人は７番、８番の方お願いします。 
事務局 辻  （付議事項の朗読） 

付議事項   （議事録署名委員の指名７番、８番） 
議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について（県許可） 
      ●●氏 外１名より、農地の転用に伴う所有権移転の許可申請が農地

法第５条の規定により提出されたので、別紙により付議する。 
議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について（県許可） 
      ●●氏 外より、農地の転用に伴う許可申請が農地法第４条の規定に

より提出されたので、別紙により付議する。 
議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（委員会許可） 
      ●●氏 外１名より、農地の所有権移転が農地法第３条の規定により

提出されたので、別紙により付議する。 
議案第４号 農用地利用集積計画における所有権移転について 
議案第５号 あっせん申し出について 

  報告第１号 農地改良行為届について 
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その他    
議長  栁   それでは、議案第１号１番の説明をお願いします。 
 
＜事務局 議案第１号 農地法第５条１番申請内容朗読及び説明＞ 
事務局 辻   転用目的は宅地分譲７区画になります。 
        申請地は、都市計画法の用途地区内の準工業地域で第３種農地判断となります。現

況は草が生い茂っており、遊休農地となっています。雨水は敷地内の開発道路に集

水桝と側溝を新設し、北側の既存の水路に放流する計画です。上下水道は西側の道

路に埋設されております既存の管に接続する計画です。被害防除措置としては L 型

擁壁とコンクリートブロック５段を利用する計画です。資金計画、見積書等は確認

しております。また、計画の北側に一部町所有の道路がありますが、そこについて

は、建設課と協議されており、開発道路と交換帰属をされるそうです。 
議長  栁   説明が終わりました。担当委員は欠席となりますが、事務局話は聞いてますか。 
事務局 辻   周りに農地はなく、道路よりも高くなっている部分は削って道路の高さに合わせら 

れることから問題ないだろうという話は聞いています。溝については土木が確認し 
ているそうです。 

議長  栁   皆さんから何かありませんか。 
6 番 久保委員 これは田と畑どっちなんですか。現地を見たところ土が盛られていたようですが。 
        いつからこうなっているんですか。 
3 番 平田委員 昔から今のようになっています。いつからかは分かりません。 
5 番 白石委員 自分が４０歳くらいの時にはなっていたのではないかと思います。３０年以上前の 

ことではないですかね。 
議長  栁   昔は３０ｃｍくらい上げるだけなら地元の農業委員に言うくらいで良かった時代で 

した。それが積み重なったら１ｍくらいになってたものもあります。今は厳しくな 
り、少しでも高くするためには必ず手続きしなければなりません。 

9 番 佐田委員 北側の道路の部分が開発されたら通り抜けできなくなってしまうんじゃないですか。 
事務局 辻   道の部分は一部分しかなく、元々通り抜けできるような道ではありません。 
議長  栁   他に皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相 

当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相 
当となりました。 
それでは、議案第１号２番の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第１号 農地法第５条２番申請内容朗読及び説明＞ 
事務局 辻   転用目的は敷地拡張による露天資材置場になります。 
        今年農振除外がなされた案件になります。申請地は、１０ｈａ以上の広がりのある

農地になりますので第１種農地判断となります。雨水は自然流下で西側の道路側溝

に放流する計画です。汚水雑排水は発生しないそうです。被害防除措置としては既
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存の擁壁を利用し、緩衝地を設ける計画です。また、２０ｃｍ切土されるそうです。

資金計画、見積書等は確認しております。 
議長  栁   説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 
10 番 樋口委員 問題ないかと思います。ただ、今回の申請は既に資材置場として利用されていたも

のを撤去されて申請されています。皆さんも申請が出された時は気を付けて現地を

確認してください。 
議長  栁   皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相当と

思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相当と

なりました。 
それでは、議案第２号１番の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第２号 農地法第４条１番申請内容朗読及び説明＞ 
事務局 辻   転用目的は盛土による農地改良になります。 

申請地は、北部地区で基盤整備されたばかりの農地で農振農用地になります。東側

の農地と同じ高さに合わせて耕作しやすくするための申請です。雨水は北側の既存

の水路に放流する計画です。給水なし、汚水雑排水は発生しないそうです。被害防

除措置としては畦の計画です。資金計画、見積書等は確認しております。 
議長  栁   説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 
10 番 樋口委員 申請通りお願いします。 
議長  栁   皆さんから何かありませんか。 
2 番 棚町委員 前回も同じような申請があったかと思いますが、基盤整備の時にまとめて申請する

とかはできなかったのでしょうか。 
10 番 樋口委員 県からは基盤整備後は１回耕作して下さいと言われています。それで問題が起きた

ら自分で盛土などして下さいとのことです。ここも１度米を植えられています。そ

の結果、周りが３枚とも高く、ここだけ水没してしまったため、東側と同じ高さに

揃えられるために盛土をすることになりました。県などにどれだけ抗議しても基盤

整備前と同じ田面で合わせているとしか言われません。 
議長  栁   他に皆さんから何かありませんか。 
5 番 白石委員 用水はどこから取られるんですか。 
10 番 樋口委員 南側に用水路があります。 
議長  栁   他に皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相

当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相

当となりました。 
それでは、議案第３号１番の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第３号１番 農地法第３条の申請内容朗読及び農地の説明＞ 
事務局 辻   １番は田６筆１０，５１５㎡の売買で反当り３０万円になります。 
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議長  栁   担当委員さん何かありますか。 
14 番 渡邉委員 義理の弟が買うそうです。耕作面積が０となっていますが、農業経験はあり、近所

の人に手伝ってもらって耕作されるそうです。 
議長  栁   皆さんから何かありませんか。それでは採決を採ります。申請どおり許可相当と思

われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相当とな

りました。 
続きまして、議案第３号２番の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第３号２番 農地法第３条の申請内容朗読及び農地の説明＞ 
事務局 辻   ２番は畑１筆１，００６㎡の売買で７，０４２，０００円です。 
議長  栁   担当委員さん何かありますか。 
10 番 樋口委員 特にありません。 
議長  栁   皆さんから何かありませんか。 
18 番 河野委員 最初に来た時はゴルフ場の植木や芝を植えられるという話で、牛ふんを入れっぱな

しにされたり、畦道まで管理されていなかったりしてましたが、最近はよく耕され

てはいます。ただし、まだ作付けまではできてません。 
議長  栁   他に皆さんから何かありませんか。それでは採決を採ります。申請どおり許可相当

と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相当

となりました。 
続きまして、議案第４号の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第４号 農用地利用集積計画における所有権移転申請内容朗読及び農地の説明＞ 
事務局 辻   １番については田３筆７，６８４㎡の売買で５，１００，０００円になります。 
議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。それでは委員さんに質問しま 

す。申請どおり許可相当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございま 
す。全員賛成で許可相当となりました。 
続きまして、議案第５号の説明をお願いします。 

 
＜事務局 議案第５号 あっせん申し出の申請内容朗読及び農地の説明＞ 
事務局 辻   １番については①５，６２３㎡の田②３，６５７㎡の田③１，５９６㎡の田３筆の

売買希望です。申出者は反当り６０～９０万円での売買を希望されています。 
議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。あっせん委員は森田委員と白 

石委員の２名にお願いします。 
        続きまして、２番の説明をお願いします。 
事務局 辻   ２番については６４３㎡の田１筆の売買希望です。 
議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。あっせん委員は久保委員と黒

岩委員の２名にお願いします。 
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        続きまして、報告第１号の説明をお願いします。 
 
＜事務局 報告第１号 農地改良行為届について説明＞ 
事務局 辻   ７５８㎡の田を７０ｃｍ盛土する改良行為の届出になります。 
議長  栁   それではこれで全ての議事の審議を終わります。 


